
新規採択箇所の位置図 江の川広域流域【対象地番号：11】

本対象地は、無立木地となっており、水源涵養機能等の公益的機能が発揮
されていない状況となっている。
一級水系江の川の一次支川である沢谷川に注ぐ千原川上流に位置しており、

早急に森林を造成することにより水源涵養機能等の公益的機能の発揮が求め
られている。

島根県
大田市 対象地

番号 11

1:60,000

江の川

千原川

沢谷川

対象地番号11の近景

江の川

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R7JHf66を加工して作成
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。
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1
1

区
域
名

江
の

川
広

域
流

域
（

島
根

県
大

田
市

）
　

Ⅰ
　
必
須
事
項

Ⅱ
　
優
先
配
慮
事
項

判
定

評
価

対
象
地
番
号

審
査
の
内
容

評
価
指
標

１
．
事
業
の
必
要
性
が
明
確
で
あ
る
こ
と
（
必
要
性
）

　
　
　

水
源

を
涵

養
す

る
た

め
の

森
林

の
造

成
を

図
る

観
点

か
ら

、
当

該
事

業
が

必
要

で
あ

る
こ

と
。

○

１
．
有
効
性
（
１
）
多
様
な
森
林
づ
く
り
　
「
森
林
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
」

　
Ａ
・
・
水
源
の
涵
養
、
山
地
災
害
の
防
止
等
の
公
益
的
機
能
の
発
揮
に
配
慮
し
た
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
か
つ
針
広
混
交
林
化
等
の
取
組
が
な
さ
れ
る
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

　
Ｂ
・
・
水
源
の
涵
養
、
山
地
災
害
の
防
止
等
の
公
益
的
機
能
の
発
揮
に
配
慮
し
た
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

　
－
・
・
本
評
価
項
目
に
該
当
し
な
い
。

・
対

象
地

は
、

重
要

流
域

で
あ

る
江

の
川

流
域

内
に

位
置

・
対

象
地

の
林

況
は

無
立

木
地

２
．
技
術
的
可
能
性
が
確
実
で
あ
る
こ
と

　
　
　

地
形

、
地

質
、

地
理

状
況

等
か

ら
み

て
当

該
事

業
の

施
工

が
技

術
的

に
実

現
可

能
で

あ
る

こ
と

。

・
Ｂ

／
Ｃ

　
＝

　
 
2
.
0
5

・
対

象
地

の
地

形
、

近
隣

の
造

林
地

の
成

林
状

況
等

か
ら

判
断

し
て

技
術

的
に

成
林

可
能

ＡＡ

・
契

約
相

手
方

か
ら

、
公

益
的

機
能

の
発

揮
に

配
慮

し
た

針
広

混
交

林
の

造
成

に
つ

い
て

同
意

が
得

ら
れ

て
い

る
。

・
契

約
相

手
方

か
ら

、
公

益
的

機
能

の
発

揮
に

配
慮

し
た

針
広

混
交

林
の

造
成

及
び

コ
ス

ト
縮

減
に

つ
い

て
、

同
意

が
得

ら
れ

て
い

る
。

○
２
．
効
率
性
（
１
）
事
業
の
経
済
性
・
効
率
性
　
「
効
率
的
、
効
果
的
な
計
画
の
確
保
と
コ
ス
ト
縮
減
」

　
Ａ
・
・
適
切
な
手
法
・
工
法
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
コ
ス
ト
縮
減
効
果
の
発
現
が
期
待
で
き
る
計
画

　
　
　
　
で
あ
る
。

　
Ｂ
・
・
適
切
な
手
法
・
工
法
が
確
保
さ
れ
て
い
る
計
画
で
あ
る
。

　
Ｃ
・
・
上
記
Ａ
、
Ｂ
以
外
の
計
画
で
あ
る
。

３
．
事
業
に
よ
る
効
果
が
十
分
見
込
ま
れ
る
こ
と
（
効
率
性
）

　
　
　

費
用

便
益

分
析

の
結

果
が

1
.
0
以

上
で

あ
る

こ
と

。

○

・
対

象
地

の
自

然
環

境
は

平
均

標
高

5
0
0
ｍ

、
平

均
傾

斜
中

(
1
5
°

～
3
0
°

未
満

)
、

土
壌

B
D
で

あ
り

、
ス

ギ
・

ヒ
ノ

キ
の

適
地

・
対

象
地

の
契

約
見

込
面

積
は

2
3
h
a

３
．
事
業
の
実
施
環
境
等
（
１
）
自
然
環
境
・
景
観
へ
の
配
慮
　
「
自
然
環
境
保
全
機
能
の
発
揮
」

・
江

の
川

水
系

流
域

治
水

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
基

づ
く

他
事

業
と

連
携

し
、

「
流

域
治

水
」

を
推

進
す

る
。

６
．
自
然
環
境
の
保
全
、
景
観
へ
の
配
慮
が
図
ら
れ
る
こ
と

　
　
　

自
然

環
境

の
保

全
・

形
成

や
景

観
へ

の
配

慮
の

視
点

か
ら

み
て

、
当

事
業

が
適

当
で

あ
る

こ
と

。

○

・
自

然
環

境
・

景
観

に
配

慮
し

、
針

広
混

交
林

を
造

成

・
対

象
地

は
保

安
林

指
定

(
予

定
）

（
水

か
ん

）
、

林
況

は
無

立
木

地
、

権
利

関
係

は
問

題
な

し

４
．
事
業
の
採
択
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

Ｂ

・
治

山
事

業
に

よ
る

実
施

の
計

画
は

な
い

　
Ａ
・
・
自
然
環
境
・
景
観
の
保
全
が
求
め
ら
れ
る
地
域
等
で
あ
っ
て
、
自
然
環
境
・
景
観
に
対
す
る
配
慮
が
な
さ

　
　
　
　
れ
て
い
る
計
画
で
あ
る
。

　
Ｂ
・
・
上
記
Ａ
の
地
域
に
は
該
当
し
な
い
が
、
自
然
環
境
・
景
観
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
計
画
で
あ
る
。

　
－
・
・
本
評
価
項
目
に
該
当
し
な
い
。

・
事

業
の

重
点

化
要

件
に

該
当

（
重

要
流

域
の

江
の

川
流

域
内

に
位

置
）

５
．
事
業
の
実
施
が
確
実
に
見
込
め
る
こ
と

　
　
　

森
林

所
有

者
の

意
欲

、
造

林
者

と
し

て
の

義
務

を
確

実
に

果
た

す
能

力
等

が
あ

る
こ

と
。

○

・
契

約
相

手
方

か
ら

公
益

的
機

能
の

発
揮

に
配

慮
し

た
針

広
混

交
林

の
造

成
に

つ
い

て
同

意
が

得
ら

れ
て

い
る

。

・
森

林
所

有
者

は
水

源
林

造
成

事
業

を
理

解
の

う
え

、
本

事
業

に
よ

る
実

施
を

要
望

・
造

林
者

は
造

林
能

力
の

あ
る

大
田

市
森

林
組

合
を

予
定

３
．
事
業
の
実
施
環
境
等
（
２
）
効
果
的
な
事
業
の
推
進
　
「
他
事
業
と
の
連
携
の
計
画
性
」

　
Ａ
・
・
他
事
業
と
の
連
携
が
図
ら
れ
た
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

　
Ｂ
・
・
他
事
業
と
の
連
携
に
つ
い
て
調
整
中
で
あ
る
。

　
－
・
・
本
評
価
項
目
に
該
当
し
な
い
。

Ａ

国
立

研
究

開
発

法
人

森
林

研
究

・
整

備
機

構
業

務
方

法
書

及
び

分
収

造
林

事
業

実
施

要
領

等
に

規
定

さ
れ

た

選
定

基
準

等
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

。

○

新
規
採
択
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
判
断
根
拠

総
便

益
（

B）
19
1
,
75
8

千
円

総
費

用
（

C）
9
3
,
61
5

千
円

①
水

源
涵
養

養
便

益
1
2
8
,
2
5
1

千
円

②
山

地
保
全

便
益

5
3
,
8
0
2

千
円

③
環

境
保
全

便
益

8
,
6
0
5

千
円

④
木

材
生
産

等
便

益
1
,
1
0
0

千
円
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新規採択箇所の位置図 芦田・佐波川広域流域【対象地番号：３】

本対象地は、松くい虫被害地の粗悪林相地となっており、水源涵養機能等の公
益的機能が発揮されていない状況となっている。
東広島市水道局三津浄水場の上流に位置しており、早急に森林を造成すること

により水源涵養機能等の公益的機能の発揮が求められている。

広島県
東広島市

対象地
番号３

1:60,000

東広島市水道局
三津浄水場

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R7JHf66を加工して作成
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

対象地番号３の近景

18 - 3



3
区
域
名

芦
田
・
佐
波
川
広
域
流
域
（
広
島
県
東
広
島
市
）

　

Ⅰ
　
必
須
事
項

Ⅱ
　
優
先
配
慮
事
項

判
定

評
価

対
象
地
番
号

審
査
の
内
容

評
価
指
標

１
．
事
業
の
必
要
性
が
明
確
で
あ
る
こ
と
（
必
要
性
）

　
　
　

水
源
を
涵
養
す
る
た
め
の
森
林
の
造
成
を
図
る
観
点
か
ら
、
当
該
事
業
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

○

１
．
有
効
性
（
１
）
多
様
な
森
林
づ
く
り
　
「
森
林
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
」

Ａ

　
Ａ
・
・
水
源
の
涵
養
、
山
地
災
害
の
防
止
等
の
公
益
的
機
能
の
発
揮
に
配
慮
し
た
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
か
つ
針
広
混
交
林
化
等
の
取
組
が
な
さ
れ
る
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

　
Ｂ
・
・
水
源
の
涵
養
、
山
地
災
害
の
防
止
等
の
公
益
的
機
能
の
発
揮
に
配
慮
し
た
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

　
－
・
・
本
評
価
項
目
に
該
当
し
な
い
。

・
対
象
地
は
、
東
広
島
市
水
道
局
三
津
浄
水
場
の
上
流
に
位
置

・
対
象
地
の
林
況
は
粗
悪
林
相
地

２
．
技
術
的
可
能
性
が
確
実
で
あ
る
こ
と

　
　
　

地
形
、
地
質
、
地
理
状
況
等
か
ら
み
て
当
該
事
業
の
施
工
が
技
術
的
に
実
現
可
能
で
あ
る
こ
と
。

○

・
契
約
相
手
方
か
ら
、
公
益
的
機
能

の
発

揮
に

配
慮

し
た

針
広

混
交

林
の

造
成

に
つ

い
て

同
意

が
得

ら
れ

て
い

る
。

・
対
象
地
の
地
形
、
近
隣
の
造
林
地
の
成
林
状
況
等
か
ら
判
断
し
て
技
術
的
に
成
林
可
能

２
．
効
率
性
（
１
）
事
業
の
経
済
性
・
効
率
性
　
「
効
率
的
、
効
果
的
な
計
画
の
確
保
と
コ
ス
ト
縮
減
」

Ａ

　
Ａ
・
・
適
切
な
手
法
・
工
法
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
コ
ス
ト
縮
減
効
果
の
発
現
が
期
待
で
き
る
計
画

　
　
　
　
で
あ
る
。

　
Ｂ
・
・
適
切
な
手
法
・
工
法
が
確
保
さ
れ
て
い
る
計
画
で
あ
る
。

　
Ｃ
・
・
上
記
Ａ
、
Ｂ
以
外
の
計
画
で
あ
る
。

３
．
事
業
に
よ
る
効
果
が
十
分
見
込
ま
れ
る
こ
と
（
効
率
性
）

　
　
　

費
用
便
益
分
析
の
結
果
が
1
.
0
以

上
で
あ
る
こ
と
。

○

・
契

約
相

手
方

か
ら

、
公

益
的

機
能
の
発
揮
に
配
慮
し
た
針
広
混
交
林
の
造
成
及
び
コ
ス
ト
縮
減
に
つ
い
て
、
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
。

・
Ｂ
／
Ｃ
　
＝
　
 
1
.
4
9

４
．
事
業
の
採
択
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

○

３
．
事
業
の
実
施
環
境
等
（
１
）
自
然
環
境
・
景
観
へ
の
配
慮
　
「
自
然
環
境
保
全
機
能
の
発
揮
」

Ｂ

国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構
業
務
方
法
書
及
び
分
収
造
林
事
業
実
施
要
領
等
に
規
定
さ
れ
た

　
Ａ
・
・
自
然
環
境
・
景
観
の
保
全
が
求
め
ら
れ
る
地
域
等
で
あ
っ
て
、
自
然
環
境
・
景
観
に
対
す
る
配
慮
が
な
さ

　
　
　
　
れ
て
い
る
計
画
で
あ
る
。

　
Ｂ
・
・
上
記
Ａ
の
地
域
に
は
該
当
し
な
い
が
、
自
然
環
境
・
景
観
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
計
画
で
あ
る
。

　
－
・
・
本
評
価
項
目
に
該
当
し
な
い
。

選
定
基
準
等
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

・
対
象
地
は
保
安
林
指
定
(
予

定
）
（
土
流
）
、
林
況
は
粗
悪
林
相
地
、
権
利
関
係
は
問
題
な
し

・
対
象
地
の
契
約
見
込
面
積
は
3
8
h
a

・
契
約
相
手
方
か
ら
公
益
的
機
能
の

発
揮

に
配

慮
し

た
針

広
混

交
林

の
造

成
に

つ
い

て
同

意
が

得
ら

れ
て

い
る

。

３
．
事
業
の
実
施
環
境
等
（
２
）
効
果
的
な
事
業
の
推
進
　
「
他
事
業
と
の
連
携
の
計
画
性
」

Ａ

５
．
事
業
の
実
施
が
確
実
に
見
込
め
る
こ
と

　
　
　

森
林
所
有
者
の
意
欲
、
造
林
者
と
し
て
の
義
務
を
確
実
に
果
た
す
能
力
等
が
あ
る
こ
と
。

○

　
Ａ
・
・
他
事
業
と
の
連
携
が
図
ら
れ
た
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

　
Ｂ
・
・
他
事
業
と
の
連
携
に
つ
い
て
調
整
中
で
あ
る
。

　
－
・
・
本
評
価
項
目
に
該
当
し
な
い
。

・
森
林
所
有
者
は
水
源
林
造
成
事
業
を
理
解
の
う
え
、
本
事
業
に
よ
る
実
施
を
要
望

・
治
山
事
業
に
よ
る
実
施
の
計
画
は
な
い

・
対
象
地
は
、
東
広
島
市
水
道
局
三
津
浄
水
場
の
上
流
に
位
置

・
造
林
者
は
造
林
能
力
の
あ
る
尾
三
地
方
森
林
組
合
を
予
定

・
二
級
三
津
大
川
流
域
治
水
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

基
づ

く
他

事
業

と
連

携
し

、
「

流
域

治
水

」
を

推
進

す
る

。

６
．
自
然
環
境
の
保
全
、
景
観
へ
の
配
慮
が
図
ら
れ
る
こ
と

　
　
　

自
然
環
境
の
保
全
・
形
成
や
景
観
へ
の
配
慮
の
視
点
か
ら
み
て
、
当
事
業
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

○
・
対
象
地
の
自
然
環
境
は
平
均
標
高
3
0
0
ｍ

、
平
均
傾
斜
急
(
3
0
°

以
上
)
、

土
壌
B
D
(
d
)
で
あ
り
、
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
適
地

・
自
然
環
境
・
景
観
に
配
慮
し
、
針
広
混
交
林
を
造
成

新
規
採
択
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
判
断
根
拠

総
便

益
（

B
）

2
6
2
,
9
6
3

千
円

総
費

用
（

C
）

1
7
6
,
3
9
8

千
円

①
水

源
涵

養
養

便
益

1
5
7
,
3
6
6

千
円

②
山

地
保

全
便

益
8
8
,
8
8
2

千
円

③
環

境
保

全
便

益
1
4
,
8
0
4

千
円

④
木

材
生

産
等

便
益

1
,
9
1
1

千
円
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